
 

 

 

デイサービスしんあい運営規程 

 

 

（事業の目的） 

第１条  株式会社しんあいが開設するデイサービスしんあい（以下「事業所」という。）が行う通所介

護事業[及び通所介護相当サービス]の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するた

めに人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護・要支援状態にある高齢

者、又は事業対象者（以下「利用者」という。）に対し、適正な事業を提供することを目的とす

る。 

 

（運営の方針）  

第２条  事業所の従業者は、利用者に対して各種サービスを提供することによって、利用者の健康的で

潤いのある生活を送る援助をするとともに、家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。また本事

業は、利用者の心身の状況、置かれている環境等を的確に把握し、要介護状態等の軽減もしくは

悪化の防止又は要介護状態になる事の予防を念頭に置き、適切な介護サービスが、利用者の選択

に基づいて、誠実かつ効率的に提供され、居宅において自立した日常生活を営むことが出来るよ

う支援する。 

２    事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健･医療･福祉サービスとの綿密な連携を図り、

総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

（事業所の名称、利用定員等） 

第３条  事業を行う事業所の名称、所在地、及び利用定員は、次のとおりとする。 

(1)名称      デイサービスしんあい 

(2)所在地     静岡市駿河区池田７６１番地 

(3)利用定員    ３５名 

 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第４条  事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

(1)管理者         １人 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

(2)生活相談員       １人以上 

  生活相談員は、利用者及び家族からの相談に応じ、職員に対する技術指導、事業計画の作成

関係機関との連絡調整を行う。 

(3)介護職員        ５人以上 

  介護職員は、利用者の入浴、食事等の介助及び援助を行う。 

(4)機能訓練指導員     １人以上 

  機能訓練指導員は、運動器の機能向上と、機能の減退を防止するための訓練を行う。 

(5)看護師         １人以上 

  看護師は、利用者の健康状態の把握に努める。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

(1) 営業日       月曜日から土曜日とする。（ただし、1 月 1 日から１月３日までを

除く） 

(2) 営業時間      午前９時から午後５時までとする。 

(3) サービス提供時間  午前９時２５分から午後４時３０分までとする。 

 

（通所介護[及び通所介護相当サービス]の事業の内容） 

第６条  通所介護[及び通所介護相当サービス]の内容は次のとおりとする。 

① 通所介護計画（通所介護相当サービス計画）の立案 

② 送迎 



 

③ 健康チェック 

④ 介護 

⑤ 入浴 

⑥ 食事の提供 

⑦ 日常生活上の支援 

⑧ 日常生活の中での機能回復訓練 

⑨ 相談及び援助 

 

（サービス提供の留意事項） 

第７条  通所介護[及び通所介護相当サービス]の提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用

者又はその家族に対し、サービスの提供方法について理解しやすいように説明を行う。 

２    利用申込者またはその家族に対し、本規程の概要その他重要事項を記した文書を交付して説明

を行い、同意を得る。 

３    正当な理由なく通所介護[及び通所介護相当サービス]のサービス提供を拒むことはできない。

実施地域を勘案し、自ら適切な居宅サービスを提供することが困難であると認めた場合は他の

事業所の紹介、その他の必要な措置を講ずる。 

４    通所介護計画（通所介護相当サービス計画）が作成されている場合は、当該計画に沿ったサー

ビスを提供する。 

 

（通所介護計画及び通所介護相当サービス計画の作成） 

第８条  管理者は、利用者の心身の状況及び以降並びにその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等

の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画及び通

所介護相当サービス計画を作成するものとする。 

２    管理者は、上記の通所介護計画及び通所介護相当サービス計画を作成した時は、利用者又はそ

の家族に対し、その内容について説明するものとする。 

３    通所介護計画及び通所介護相当サービス計画の作成に当たっては、すでに居宅サービス計画、

及び介護予防サービス計画が作成されている場合には、その内容に沿って作成するものとする。 

４    従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画及び通所介護相当サービス計画に従った

サービスの実施状況及び目標達成状況を説明し記録する。 

 

（利用料等） 

第９条  通所介護計画及び通所介護相当サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣、及び

静岡市長が定める基準とし、介護保険負担割合証に定める割合とする。 

２    通常の事業の実施地域を越えてサービスを行う場合には、それに要した交通費はその実費を徴

収する。（10kmあたり 130円） 

３    食事代 700円（昼食代 600円 おやつ代 100円） 

４    おむつ代他（おむつ・リハビリパンツ代 150円、パット代 30円 行事代実費） 

５    キャンセル料（通所介護相当サービスは除く） 

     ⅰ前日の午後 5時までにご連絡を頂いた場合：基本利用料の０％ 

     ⅱ当日の午前 8時までにご連絡を頂いた場合：基本利用料の３０％ 

     ⅲ以降の場合：基本利用料の１００％ 

 

（通常の実施区域） 

第１０条 通常の事業の実施区域は静岡市駿河区、清水区、葵区の区域とする（但し、井川梅ヶ島地区、

由比蒲原地区は除く）。 

 

（サービス利用時当たっての留意事項） 

第１１条 サービスの利用に当たって、主治医からの指示事項がある場合には必ず申し出る事。 

２    利用に当たって、体調不良等により通所介護又は通所介護相当サービスに適さないと判断され

る場合には、サービスの提供を中止することがある。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１２条  従業員等は、サービス提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、 



 

速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。 

（非常災害対策） 

第１３条 事業者は、消防法に規定する防火管理者を設置して、消防計画を作成するとともに、当該計画

に基づく次の業務を実施する。 

① 消火、通報及び避難の訓練（年２回） 

② 消防設備、施設等の点検及び整備 

③ 従業者の火気の使用または取り扱いに関する監督 

④ その他防火管理上必要な業務 

 

（衛生管理及び従業者の健康管理等） 

第１４条 事業所は事業に使用する備品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留

意するものとする。 

２    事業所は、従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年１回以上の健

康診断を受診させるものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１５条 事業所は利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定し

た「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適

切な取り扱いに努める。 

２    事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原

則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者またはその代理

人の了承を得るものとする。 

 

（虐待防止のための措置に関する事項） 

第１６条  事業所は、利用者の人権の擁護及び虐待等の防止のため、次の措置を講ずるものとする。 

 ⅰ．虐待の防止に関する責任者の選任 

 ⅱ．従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

 ⅲ．その他虐待防止のために必要な措置 

２    事業所は、通所介護事業の提供にあたり、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等、現

に利用者を養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合はすみやかに、

これを保険者に通報するものとする。 

 

（身体的拘束等の適正化に関する事項） 

第１７条  事業所は、利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

２     事業所は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 

（その他運営についての留意事項） 

第１８条  事業所は、従業員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、

業務体制を整備する。 

(1)採用時研修 採用後 1か月以内 

(2)継続研修  年 4 回 

２    従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

３    従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においても、これらの秘密を保持させるべき旨を、従業者との雇用契約の内容とす

る。 

４    この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社しんあいと事業所の管理者と

の協議に基づいて定めるものとする。 

 

 

 

 



 

 附 則 

 

 この規程は、令和 ３年 ８月 １日より施行する 

 

 この規程は、令和 ４年 ２月 １日より施行する 

 

 この規程は、令和 ６年 ３月 １日より施行する 


